
（
国
土
交
通
委
員
会
）

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
五
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
い
所
有
者
不
明
土
地
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
の
円
滑
化
及
び
土
地
の
所
有
者
の
効
果
的
な
探
索
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
法
務
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置
、
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る

土
地
収
用
法
の
特
例
、
土
地
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
の
利
用
及
び
提
供
そ
の
他
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
国
土
の

適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

国
土
交
通
大
臣
及
び
法
務
大
臣
は
、
所
有
者
不
明
土
地
（
相
当
な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
そ
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
筆
の
土
地
）

の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

地
域
福
利
増
進
事
業
（
地
域
住
民
そ
の
他
の
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
の
公
園
、
広
場
等
の
整
備

に
関
す
る
公
共
的
事
業
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
所
有
者
不
明
土
地
（
簡
易
な
構
造
で
小
規
模
な
も
の
を
除
い
て
建
築
物

が
存
在
せ
ず
、
現
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
所
有
者
不
明
土
地
）
で
あ
っ
て
反
対
す
る
権
利
者
が
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、



都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
よ
り
、
一
定
期
間
（
上
限
十
年
間
）
の
土
地
等
使
用
権
の
設
定
を
可
能
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る

こ
と
と
す
る
。

三

特
定
所
有
者
不
明
土
地
で
反
対
す
る
権
利
者
が
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
の
収
用
手
続
の
合
理
化
を
行
う
こ

と
と
し
、
収
用
委
員
会
で
は
な
く
、
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
に
よ
り
土
地
の
収
用
又
は
使
用
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四

都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
の
実
施
の
準
備
の
た
め
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
探
索
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
す
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
を
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

五

都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の

提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
探
索
に
必
要
な
限
度
で
こ
れ
を
提
供
す
る
も
の
と
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外

の
者
に
対
し
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

六

登
記
官
は
、
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
土
地
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人

に
係
る
死
亡
事
実
の
有
無
を
調
査
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
が
特
定
登
記
未
了
土
地
（
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
死

亡
後
に
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て
い
な
い
土
地
で
あ
っ
て
、
公
共
の
利
益
と
な
る
事
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
所
有
権
の



登
記
名
義
人
と
な
り
得
る
者
を
探
索
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
）
に
該
当
し
、
か
つ
登
記
名
義
人
の
死
亡
後
十
年
以
上
三
十
年

以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
て
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
登
記
名
義
人
と
な
り
得

る
者
を
探
索
し
た
上
、
職
権
で
、
登
記
名
義
人
の
死
亡
後
長
期
間
に
わ
た
り
相
続
登
記
等
が
さ
れ
て
い
な
い
土
地
で
あ
る
旨

等
を
登
記
に
付
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

地
方
公
共
団
体
の
長
等
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
適
切
な
管
理
を
図
る
た
め
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
民
法
の
規
定
に
よ

る
不
在
者
の
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
の
必
要
な
処
分
の
命
令
又
は
相
続
財
産
の
管
理
人
の
選
任
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。

八

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


